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インターネット等において広告であることを明⽰しないまま事業者が宣伝を⾏う⾏為を指します。

また規制の対象となる表⽰は事業者⾃⾝だけではなく、アフィリエイトサイトやSNS等で
アフィリエイト広告を掲載するケースを含め、
事業者が第三者を介して⾏わせる表⽰（事業者の表⽰）として扱われます。
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ステルスマーケティング規制に合わせて、運営ポリシーの⾒直しを⾏い、
ステルスマーケティングを含む法令違反に対する定期パトロールを⼀層強化いたします。

JANetの広告掲載コンテンツにおいて、ステルスマーケティングに該当すると判断された場合、
広告表記の記載や修正依頼等の措置を⾏う可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

景表法改正に伴うステルスマーケティング規制に伴うJANet対応について
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JANetは、消費者庁から対応不要と指定された種別以外のすべてのメディアに対し、
原則、広告であることの表⽰（「広告」「PR」等の⽂⾔をファーストビュー等、
⼀般消費者が認識できる位置にわかりやすく表⽰すること）を要請します。

具体的対応例は次項で例⽰

景表法改正に伴うステルスマーケティング規制に伴うJANetからのご依頼

01

02

ページ上部等、当該事業者の商品⼜はサービスの内容や取引条件を含む広告掲載を閲覧するまでに、
広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置に表記を⾏ってください。

投稿コンテンツ内でのハッシュタグや⽂字による表記など、
消費者から⾒て広告を含むコンテンツであることを判断できる位置に表記を⾏ってください。
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景表法改正に伴うステルスマーケティング規制に伴う具体的対応例

表⽰例① 表⽰例②
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景表法改正に伴うステルスマーケティング規制に伴う具体的対応例

表⽰例③ 表⽰例④




